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はじめに 

 
 中能登町においては、これまで第１次及び第２次行政改革大綱を策定

し、少子高齢化の進展に伴う社会保障費の増加や公共施設等の老朽化、

多様化する町民ニーズに的確に対応をしながら、効率的・効果的な行政

運営に努めてまいりました。 

しかしながら、財政面においては、「中能登中学校」、「鹿島小学校」や

「道の駅 織姫の里なかのと」といった大型建設事業が完了する一方で、

既に事業実施に要した町債の償還が始まり、平成２８年度から５年間は、

多額の負担が求められます。また、普通交付税の合併算定替措置も段階

的な縮減が始まり、ますます厳しい状況を迎えます。 

こうした課題に対応するためには、行政運営の効率化や計画的な財政

運営による財政の健全化、時代の要請に応じた適正な組織編成・人員配

置の見直し、指定管理者制度への移行、公共施設の統廃合を図るなど、

引き続き行政改革に取り組む必要があります。 

 当町では、先の大綱での簡素で効率的・効果的な体制整備の推進を  

継承しつつ、平成２８年度から平成３２年度までを計画期間とする第３

次中能登町行政改革大綱を策定いたしました。 
 今後は、この新大綱に基づき、不断の課題等の点検を進めていきなが

ら、質の高い町政の実現に取り組んでまいりたいと思います。そして、

多くの町民に愛され続ける町づくりを目指し邁進してまいりますので、

関係各位のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
 
平成２８年３月 

中能登町長  杉 本 栄 蔵 
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Ⅰ 行政改革の基本的方向 

 
 社会経済情勢の変化や地方分権の推進に対応した行政運営を目指し、 

「中能登町総合計画」、「中能登町人口ビジョン」及び「中能登町まち・

ひと・しごと創生総合戦略」を踏まえ、町民サービスの一層の向上を  

図るため、「簡素な体制づくり」、「効果的な体制づくり」、「効率的な体制

づくり」の３つの体制づくり（改革）を引き続き積極的に行っていく  

こととする。 
 
１．行政改革推進本部が中心となって、ワーキンググループ（課長補佐

級の職を有する者が委員となるグループ）において具体的方策を検討

し、全庁的な体制で改革の推進に取り組む。 
 
２．議会をはじめ町民の意見、提案の把握に努め、行政改革懇談会の  

意見を聴いて改革を推進する。 
 
３．行政改革を推進するにあたっては、関係団体の理解と協力を得られ

るよう努める。 
 
４．第３次行政改革大綱は、平成 28 年度を起点として平成 32 年度まで

を計画期間とし、取り組みにあたっては計画的な推進に努めていく。 
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＜行政改革の体系＞ 

本大綱に基づき、行政改革大綱「実施計画」を策定・公表し、目標を掲げながら   

着実に計画的に取り組みを進め、その状況や成果について検証する。 

 
 
 
 
 
 
 
＜推進体制＞ 

当町の行政改革の基本的な考え方を示す本大綱に基づき、行政改革推進本部を中心

に全庁的な改革に取り組む。 

 また、町の行政に識見を有する者で構成される行政改革懇談会に計画案や進捗状況、

実績を報告し、その意見や提言を参考にしながら行政改革を推進していく。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

行政改革大綱 

行政改革大綱「実施計画」 

行政改革に対する取り組みの方向性を

示した基本方針 

行政改革大綱に示した内容を実現する

ために策定する具体的な取り組みを示

した計画 

町  民 

行政改革懇談会 

（町民等で構成） 

 
 

ワーキンググループ 

（課長補佐級で構成） 

進捗状況
を公表 

代表者の参加

進捗状況
を報告 

行政改革に関す
る必要な助言 

報告指示

行政改革推進本部 

(本部長：町長、副本部長：副町長・教育長、本部委員：課長級で構成）

3



 

Ⅱ ３つの体制づくり（改革）の項目 

 
１ 簡素な体制づくり                         

 
 (１) 事務事業の見直し                                              

事務事業の公共性、有効性、効率性について継続的に見直しを行い、厳しい

財政状況に対応していくため、既に目的を達成したものや必要性の薄れたもの

などの整理統合を行い、一層の簡素合理化に努める。 

 

① 事務事業の簡素化  

各部門での共通的事項については事務処理方法の統一化を図り、簡素で、  

迅速な事務事業の遂行に努める。 

 
② 民間委託の推進  

行政運営の効率化、町民への質の高いサービスを提供するため、定型的業務

を含めた事務事業全般にわたり、総点検を実施し、積極的かつ計画的に民間 

委託を推進する。また、費用対効果の視点から各事業の進捗状況を確認し、  

効率的な町政運営に努める。 

    

③ 指定管理者制度の活用  

指定管理者制度の導入については、公共施設等総合管理計画に基づき、全 

施設を対象に検証し、利用者へのサービス向上と効率的な管理運営が可能なも

のから取り組む。  

 
④ 補助金の見直し  

各種団体等に対する補助金等の交付については、行政として対応すべき  

必要性、公平性、費用対効果等を精査し、縮小・廃止すべきものがないかを    

見直し整理合理化を図る。 
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⑤ 事務事業評価システムの確立  

事務事業評価システムとは、行政活動の目的を明確にし、活動の結果を、  

一定の基準、視点にそって評価し、行政運営の改善につなげる仕組みである。 

その評価結果に基づき、事業の見直し、拡大、縮小、廃止、官民の役割分担

の明確化による民営化など、個々の事業についてスクラップ・アンド・ビルド

を実施し、恒常的なシステムを確立していく。 

 
⑥ 窓口業務や申請手続等の見直し  

町民サービスの向上のため、窓口業務や申請手続等の簡素化等の見直しを 

行い、職員一人ひとりの意識改革や接遇マナーの向上を図る。 

 

⑦ 情報公開及び個人情報保護制度の充実  

情報公開条例の的確な運用に努めるとともに、個人情報保護条例の適正な 

運用によるプライバシーの保護及び最善のセキュリティ対策を講じながら、 

必要な情報の公開及び提供に努める。 

 
 (２) 財政の健全化                                                  

当町の財政を取り巻く環境は、高齢化の進展や生産年齢人口の減少による 

町税等の減収、社会保障費の増加が今後も続くことで、ますます厳しい状況が

予想される。こうした状況の中でも既存事業の見直しを行い、より効率的で 

堅実な財政運営に努める。 

 

① 財政健全化の目標  

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）による、

当町の平成２６年度の実質公債費比率は１２.７％である。今後、公債費の高止

りや普通交付税の減少により、実質公債費比率を押し上げることが予想される。   

当町では、計画的に繰上償還を行い、実質公債費比率を安定的に１８％以下と

なるよう維持する。 
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平成３２年度までの町財政計画（歳入・歳出）について、別添のとおり作成

した。合併特例措置が終了する平成３２年度には、２億円以上の財政調整基金

の取崩しが必要であり、人件費の抑制や公共施設の統廃合など、一層の経費  

節減が急務となっている。今後とも地方交付税による財源措置のある地方債の

借入や財政調整基金等の適正規模の積立を確保し、財政の健全性を保つ。 

 
② 歳入の確保  

(ア）税収の確保 

・ 悪質な滞納者については、平成２６年度に設置された中能登地区地方税 

 滞納整理機構へ徴収事務を移行し、新規滞納者への早期対応や町外滞納 

者への臨戸等の強化を行い、税収の確保及び公平公正な税負担を図る。 

・ 住民税の特別徴収及び口座振替納付の推進を行い、納付しやすい納税  

環境に努める。 

・ 税務課及び町税以外の債権の主管課との協力・連携の強化を図り、担当 

職員による債権管理の研修会を行い、全庁的に収納対策に取り組む。 

（イ）使用料、手数料の見直しと受益者負担金の適正化 

・ 負担の公平性の確保や受益者負担の原則に則り、受益の度合いに応じた 

適正な水準への見直しの実施に取り組んでいく。 

・ 施設使用料減免規定の解釈を明確にしたうえで、負担の公平性から、原 

則として施設使用料を徴収していく。 

     ・ 福祉や保健、医療及び教育分野において提供している各種サービス等の

適正な一部負担の実施に取り組んでいく。 

（ウ）ふるさと納税の推進 

・ ふるさと納税について、町ホームページ等により全国へ情報発信を行い、 

魅力ある町特産品の贈呈を検討し、新規寄附者の開拓を推進する。 

（エ）企業誘致の推進 

・ 企業誘致について、石川県と連携して企業立地のための情報収集を図り、 

積極的な誘致活動に取り組み、新規企業の創業等を支援する。 
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③ 歳出の抑制  

（ア）人件費の適正化 

・ 組織・機構の見直しを行い、適正な人員配置を推進し、人件費の適正化

を図る。 

（イ）単独補助金の整理縮減を図るため、補助基準の設定を検討 

・ 各種補助金について、聖域化することなく補助の費用対効果を見直して、 

整理縮減を図る。 

・ 補助期限を設けるサンセット方式による補助金の縮減を検討する。 

（ウ）投資的経費の見直しによる抑制、縮減 

   ・ 限られた財源を有効に活用し、最小の経費で最大の効果が得られるよう、 

利用する町民の立場に立った適切な設計を行うとともに、公共施設とし 

ての質を損なうことなく、公共工事のコスト縮減を維持していく。 

 

 (３) 組織・機構の見直し                        

社会経済環境の変化、多様化する町民ニーズや行政課題に的確に対応するた

め、簡素で合理的な組織・機構を基本に、柔軟で機動性の高い業務執行体制を

進めるとともに、職員の定員管理や給与の適正化等に努める。 

 

① 庁内組織及び分庁舎・出先機関の見直し  

業務の効率化と経費の削減を図り、総合的なサービスを実施するためにも、

本庁舎方式への移行が効果的であり、一日も早い本庁舎の統合を実施し、組織・

機構のスクラップ・アンド・ビルドの徹底により、新たな行政課題や町民ニー

ズに即応した組織・機構の見直しを進める。 

 
② 定員管理の適正化  

定員管理計画に基づき、目標達成に向け、計画的に組織機構の簡素化や職員

の適正配置に取り組むとともに、積極的に民間による施設運営を推進しつつ、

職員の定員管理の適正化に努める。 
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＜適正定員管理指針の年次別目標＞         （単位：人） 
区 分 H27.4.1 H28.4.1 H29.4.1 H30.4.1 H31.4.1 H32.4.1

職 員 数 ２３５ ２３９ ２３７ ２３６ ２３５ ２３４ 
 一般職 １５７ １６０ １５９ １５８ １５７ １５６

保育士  ６８ ６９ ６９ ６９ ６９ ６９

労務職  １０ １０ ９ ９ ９ ９

  対前年増減数 ４ ▲２ ▲１ ▲１ ▲１

対前年増減率 (%) 1.7 ▲0.8 ▲0.4 ▲0.4 ▲0.4

 
③ 給与の適正化  

人事院勧告や類似団体の動向に配慮するとともに、民間企業の賃金水準との 

均衡を図り、町の財政状況、業務の性格や内容を踏まえつつ、給与制度の適正

な運用と透明化に努める。 

 

 

２ 効果的な体制づくり                        

 
 (１) 職員の資質向上、能力開発                                      

地方分権が推進される中、新たな行政課題に柔軟に対応できる職員の育成と

町民の目線で政策を立案できる職員の意識改革が急務であり、そのために職員

に対する研修の強化や専門職員の確保を図る。 

 
  ① 人材育成に関する基本計画の策定  

人材育成基本方針に基づき職員の能力開発や勤労意欲の向上を図り、職場の 

活性化を促すための計画を策定する。 

専門性を有する職員については、新たな観点での行政施策を展開するため、

幅広い職員配置を検討するとともに、管理職としての適格者を性別に関わらず

登用し、より一層の個性と能力を発揮していけるよう推進する。 

また、組織の活性化や職員意識の改革を図るため、職員提案制度を推進し、

事務改善や町民サービスの充実に努める。 
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② 職員研修の充実  

職員の自主研修を充実・強化すると共に、石川県市町村職員研修所が行う  

接遇、法制執務、財務事務、政策法務等の研修を積極的に受講させる。 

また、市町村職員アカデミーや自治大学等へ積極的に派遣できるような体制

の整備に努める。 

 
③ 独自派遣研修の充実  

石川県庁や他行政団体、民間企業等に派遣し、能力開発と意識改革を図り、

職員の資質を高める。 

 
 (２) 新たな人事管理の確立                                          

      職員の異動・昇格については、人事の効果が最大限発揮されるよう配慮し、

評価にあたっては、既成概念等で評価が左右されることなく、客観的で公平・

公正な人事評価制度の確立を図っていく。 

また、職員の新規採用については、多様な人材を確保するよう努める。 

 
① 人事評価システムの確立  

職員一人ひとりが能力を発揮し、やりがいを持って仕事に取り組める環境の

実現のため、個々の職員について明確に業務目標を設定し、その達成度を評価

するとともに、業務遂行を通じて職務遂行能力の評価を客観的に行う公平で 

公正な人事評価システムの導入に取り組んでいく。 

 

  ② 人材確保のための柔軟な職員採用  

地方分権の進展や多様化する町民ニーズに柔軟かつ的確に対応できる人材

の確保については、社会で職務経験のある人材や民間の職務感覚など幅広い 

意識や高い専門性を持った人材の採用を推進する。 
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 (３) 情報社会に対応する行政体制の整備                              

町政への町民参画や町民と行政との連携・協働を図っていくためには、情報  

の共有が重要なことから、行政情報を町広報誌やホームページなどの様々な媒 

体をとおして積極的に提供していく。 

 
① 行政の情報化の推進  

住民のニーズをリアルタイムで把握するため、インターネットを活用し、  

誰もが町政に参加できる環境をつくり、行政サービスの向上を図る。 

 
   ② 町民への情報提供  

行政内部の透明化を推進するため、予算、決算の関係資料等の公表など、   

情報化の促進と町民に対する施策の説明責任の徹底を図る。 

 

 

３ 効率的な体制づくり                       

 
 (１) 公共施設等の統廃合及び有効活用                                

合併により重複・類似する公共施設については、必要性・効率性・有効性の

検証を行い、目的の重複する施設、利用率の低い施設の統合・廃止、他施設へ

の転用を積極的に推進する。 

また、町有財産については、その活用や処分の検討・整理を行い、適正な    

有効活用を図る。 

 
① 公共施設等の統廃合及び有効活用の推進  

公共施設等総合管理計画に基づき、公共施設等の統廃合や小・中学校の閉校

における公共施設の有効活用を推進し、適正な管理運営を図る。 
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② 町有財産の有効活用  

町所有の遊休地等について、民間団体を始め、貸付、売却、譲渡等を検討し、

町有財産の積極的な有効活用を推進する。 

 

 (２) 公共工事の適正化                                              

公共工事等の入札・契約手続きについて、透明性と公平性をより確保する  

観点から、一層の改善を進めるとともに、競争性の向上や入札手続きにおける

受注者・発注者双方の負担軽減と効率化を図るため、総合評価方式、電子入札

の導入、最低制限価格制度の拡充を図る。 

 
 (３) 地方公営企業の健全化                                          

      当町の地方公営企業には、水道事業と下水道事業（公営企業会計（法非適用

事業））がある。企業経営の原則である能率的・合理的な運営を行い、経営     

基盤の強化と行政サービスの向上を図り、公営企業の健全化に努める。 

 

① 水道事業  

中能登町総合計画に基づいた上水道老朽管更新事業を推進し、大規模地震 

発生時において、給水区域内の断水を最小限にとどめるため、基幹となる配水

本管及び送水本管の耐震化を図り、災害時における飲料水の安定供給に努める。 

また、受益者負担の原則に基づき、使用料の料金体系の見直しを行ない、   

収支均衡が図れるよう努める。 

 
② 下水道事業  

汚水処理施設基本構想及び長寿命化計画に基づき、施設の統廃合と改築･  

更新を進め、施設の効率的な運営を図り、維持管理費の削減を図る。 

適正な維持管理のもと経費削減に努めているが、一般会計からの基準外繰入

金により収支均衡を保っている。 
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今後は、下水道事業の経営基盤の強化を図るため、下水道使用料の料金体系

の見直しを行ない、収支均衡が図れるよう努める。 

公営企業会計を導入し、経営状況の明確化を図り、経営の効率化に努める。 

 
 (４) 地域協働の推進                          

     地域や各種団体等とそれぞれの活動に対する連携を深めながら、お互いの 

課題やニーズを的確に把握し、地域や各種団体等の実情に応じた行政課題の 

解決を目指していく。また、地域協働を実践するため、個々の職員の意識改革

や勤務体制の整備等に取り組んでいく。 

 

 

Ⅲ 行政改革の進行管理 

 
 行政改革を推進していくために「第３次行政改革大綱実施計画」を策定し、全庁で

行政改革に取り組み、その実現に向けて進捗状況の管理をしていくこととする。 
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Ⅳ 資料 

 
【中能登町データ】 
①人口（国勢調査）     《単位：人》 ②世帯数（国勢調査）   《単位：世帯》 

（H27 国勢調査の数値：速報値） 

③面積  ８９．４５ｋ㎡ 

 

④財政状況（平成 26 年度普通会計決算指数） 

財政力指数（H24～H26 年度平均）    0.315％ 

経常収支比率              82.2％ 

実質公債費比率（Ｈ24～Ｈ26 年度平均）  12.7％ 

自主財源比率              24.0％ 

 

⑤ラスパイレス指数 

   平成２６年 中能登町  86.6（県内 19 市町中 19 番目） 

      （参考：類似団体平均  96.1 全国町村平均 95.6） 

 

⑥年齢別職員構成の状況（平成 27 年 4 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 H27 H22 増 減 
中能登町 17,582 18,535 ▲953

 

区 分 H27 H22 増 減 
中能登町 6,053 6,133 ▲80
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⑦財政の状況 

■歳入の推移 （単位：千円）

平成22年度から平成27年度は、道の駅、中能登中学校、パークゴルフ場、鹿島小学校の整備などに充当す
るために地方債借入額が例年に比べて増加傾向にあった。平成27年度以降は普通交付税の合併算定替が段
階的に削減される見通しであり、計画策定時点では平成32年度までに7億円程度の減額を見込んでいる。
（※平成28年3月時点での決算（見込）及び財政計画により作成）

10,569,141
11,710,439

14,778,754

12,624,298 12,671,333

11,227,300
9,900,700

9,148,500 8,933,200 8,907,400 8,818,000

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32
合計 その他 繰入金 地方債 国県支出金 地方譲与税・交付金 地方交付税 地方税

 
■歳出の推移（性質別） （単位：千円）

平成22年度から平成27年度は投資的経費が増加傾向にあった。平成27年度の小学校大規模改修以降は、統
合庁舎整備の時期により、投資的経費が増加することが見込まれる。また、人件費については業務の効率
化により減少傾向にあるが、社会保障関連費用である扶助費増加傾向にあり、公債費と合わせた義務的経
費は削減が困難な状況である。（※平成28年3月時点での決算（見込）及び財政計画により作成）

10,414,868

11,512,329

14,639,762

12,433,722 12,351,350
11,227,300

9,900,700
9,145,500 8,930,200 8,904,400 8,815,000

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32
合 計 その他 繰出金 補助費等 物件費 投資的経費 公債費 扶助費 人件費

14



 

 

■基金残高 （単位：千円）

近年は財政調整基金を中心に基金の積み増しを行っており、平成26年度末残高は約59億円となっている。
今後、普通交付税の減額による歳入不足額を財政調整基金で補填する見込みであり、平成32年度までに約8
億円の取崩予定である。

7,343,933
7,133,970

7,776,022

8,258,448
7,792,687 7,704,306

7,399,630 7,372,634
7,344,938

7,126,242
6,879,646

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32
特定目的基金 減債基金 財政調整基金

 

（単位：千円）

平成24年度から平成26年度にかけては合併特例債を活用し、中能登中学校、鹿島小学校の建設事業を行っ
たため起債残高が160億円を超えていたが、今後は減少する見込みである（※平成28年3月時点での決算
（見込）及び財政計画により作成）

■地方債残高の推移

3,211,669
2,905,932

6,241,485
6,717,454

6,809,187
6,089,015

5,596,303
5,113,828

4,653,303
4,209,503

3,770,703

12,458,572
11,989,614

15,378,522
16,302,346

16,368,654 15,574,589
14,730,249

13,778,317
12,802,411

11,856,691

10,954,920

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32

地方債残高 うち、合併特例債
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⑧町税等の収納率の状況 

 

収納率実績（H26まで）及び目標（H27から）

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32

　町民税（個人） 98.6% 98.8% 99.1% 99.1% 99.1% 99.1% 99.1% 99.1% 99.1% 99.1%

　町民税（法人） 99.6% 99.6% 99.5% 99.7% 99.7% 99.7% 99.7% 99.7% 99.7% 99.7%

　固定資産税 96.8% 97.8% 97.7% 97.9% 98.0% 98.1% 98.1% 98.2% 98.2% 98.2%

　軽自動車税 97.7% 98.4% 98.3% 98.5% 98.5% 98.5% 98.5% 98.5% 98.5% 98.5%

　　　計 97.7% 98.3% 98.4% 98.6% 98.6% 98.6% 98.6% 98.7% 98.7% 98.7%

　町民税（個人） 18.8% 19.9% 20.0% 38.0% 38.0% 38.0% 38.0% 38.0% 38.0% 38.0%

　町民税（法人） 18.9% 12.5% 8.5% 4.6% 10.0% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2%

　固定資産税 18.2% 9.7% 10.5% 15.2% 15.9% 16.2% 16.2% 16.4% 16.5% 16.7%

　軽自動車税 19.9% 20.7% 19.4% 28.3% 28.3% 28.3% 28.3% 28.3% 28.3% 28.3%

　　　計 18.3% 12.0% 12.5% 19.6% 19.6% 19.7% 19.7% 19.7% 19.8% 19.8%

　町民税（個人） 93.6% 94.1% 94.5% 95.9% 96.7% 96.7% 96.7% 96.8% 96.9% 97.0%

　町民税（法人） 96.8% 95.7% 96.3% 97.1% 98.1% 98.1% 98.1% 98.1% 98.1% 98.1%

　固定資産税 84.0% 82.9% 83.3% 84.6% 85.4% 85.5% 85.6% 85.8% 85.9% 86.0%

　軽自動車税 91.6% 92.0% 92.4% 93.5% 94.1% 94.1% 94.1% 94.1% 94.1% 94.1%

　　　計 88.6% 88.2% 88.7% 89.9% 90.7% 90.8% 90.9% 91.0% 91.1% 91.2%

95.0% 95.5% 95.7% 96.3% 96.3% 96.4% 96.4% 96.5% 96.5% 96.5%

14.6% 15.0% 12.7% 17.2% 17.2% 17.3% 17.3% 17.4% 17.4% 17.5%

78.3% 78.1% 77.5% 78.5% 78.6% 78.7% 78.7% 78.8% 78.8% 78.8%

現
年
課
税
分

滞
納
繰
越
分

合
計

町
税

国
保
税

　　現年課税分

　　滞納繰越分

　　　　計  
（※国有資産所在市町村交付金、たばこ税を除く） 
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国保税 現年課税分 

国保税 滞納繰越分 
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【用語解説】 
 
 
地方交付税 

 地方公共団体間の財政不均衡を是正し、必要な財源を保障するため、国から地方   

公共団体に対して交付される資金。 

地方交付税の原資は、国税である、所得税・法人税の３３．１％（平成２７年度   

から）・酒税の５０％（平成２７年度から）・消費税の２２．３％（平成２６年度から）、

地方法人税の全額（平成２６年度から）とされている。 

地方交付税の種類は、普通交付税及び特別交付税とされている。 

 
合併算定替措置 

 普通交付税の算定上の特例措置をいい、平成の大合併による市町村合併後１０年間

は、合併前の市町村ごとに算定した普通交付税を配分するもので、合併１１年目から

段階的に減らされ、１６年目には純粋に一つの自治体として算定される（一本算定と

いう）。 

 

指定管理者制度 

 地方自治体が所管する公の施設について、管理、運営を民間事業会社を含む法人や

その他の団体に委ねることができる制度。公の施設の管理、運営に民間等のノウハウ

を導入することで、効率化を目指す。 

 

スクラップ・アンド・ビルド 

老朽化したり陳腐化したりして物理的または機能的に古くなった設備を廃棄し、 

高能率の新鋭設備に置き換えること。 

行政機構における膨張抑制の方法の一。組織の新設にあたっては、同等の組織の  

廃止を条件とすること。 
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実質公債費比率 

財政健全化法の健全化判断比率とよばれる４つの指数のうちの一つで、起債に許可

を必要とする団体の判定等に用いられ、１８％を超えると許可が必要となり、２５％

を超えると起債にあたり制限を受けることになる。 

 

サンセット方式 

予算の肥大化を防ぐため事業等にあらかじめ期限を設け、必ず沈む太陽のように、

その期限を過ぎたら自動的に廃止する方式。 

 

投資的経費 

地方公共団体の支出のうち、道路、学校、公共施設の建設や用地購入など社会資本

整備に必要な経費をいう。普通建設事業費、災害復旧事業費等からなる。 

 

人事院勧告 

人事院が国家公務員の給与・勤務条件などの待遇の改善について、国会および内閣

に勧告すること。 

 

総合評価方式 

一般的な発注方式が、標準的な設計、施工方法に基づき最も低い「価格」を提案   

した者を落札者とする方式であるのに対し、総合評価方式では 「価格」のほかに  

「価格以外の要素」（技術力）を評価の対象に加えて、品質や施工方法等を総合的に  

評価し、技術と価格の両面から最も優れた提案をしたものを落札者とする方式。 

 

財政力指数 

 地方公共団体の財政力を示す指標として用いられ、基準財政収入額を基準財政需要

額で除した数値。通常は過去３箇年の平均値を示す。 
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経常収支比率 

 人件費、扶助費、公債費などの義務的性格の経常経費に、地方税、地方交付税、   

地方譲与税を中心とする経常一般財源収入がどの程度充当されているかにより、財政

構造の弾力性を判断するための指数である。町における経常収支比率は、７０％程度

の範囲が望ましいといわれている。 

 

自主財源比率 

自主財源とは、地方公共団体が自主的に収入しうる財源をいい、具体的には、地方

税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、    

諸収入がこれに該当します。自主財源比率とは、歳入全体に対する自主財源の占める

割合をいい、地方財政の自主性を高める意味で、この割合が高いことが望まれる。 

 
ラスパイレス指数 

地方公共団体の一般行政職の職員の平均給与額を求め、国の平均給与額を１００ 

として算出した指数。ドイツの統計学者ラスパイレス Laspeyres が 1864 年に提案。 

 

扶助費 

地方公共団体が各種の法令（生活保護法、児童福祉法、老人福祉法等）に基づき   

支給する費用。 

 

義務的経費 

地方公共団体の歳出のうち、その支出が義務づけられ任意に削減できない    

経費をいう。人件費、扶助費、公債費の３つからなる。 

 

物件費 

地方公共団体が支出する消費的性格の経費の総称であり、賃金、旅費、交際費、  

需用費、役務費、備品購入費、報償費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費等で   

ある。 
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中 能 登 町 総 務 課 

〒929-1792 
石川県鹿島郡中能登町末坂９部４６番地 

TEL 0767-74-1234   FAX 0767-74-1300 
 URL http://www.town.nakanoto.ishikawa.jp/ 

                                                                            
 
 
 


